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各入国者収容所等視察委員会の意見に対する措置等報告一覧表

意見提出
年月日

委員会へ
の報告日

検討
結果

措置内容（検討中，措置を講じなかった場合はその理由）

1
東日本
センター

平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

講じず
（一部措
置済み）

　新規入所者に対しては，血圧・脈拍測定及び検温を実施し，「健康状態に
関する質問書」を用いて既往歴や現在の健康状態を詳細に聴取し，同質問
書を看護師等が確認の上，スクリーニングを実施している。
　その上で，感染症の疑いがある者については，診療室でその情報を共有
し，直ちに庁内診療において医師の診察を受診できるシステムを構築して
おり，医師の判断により，外部病院において受診させるなど適切に対応して
いる。
　また，入所時には，血液検査及び尿検査を実施しているほか，レントゲン
検査を，入所から１か月以内をめどに実施し（検査を拒否する者等を除く），
感染症の疑いのある者の把握に努めている。
  なお，当センターにおいては，被収容者の全てが他の地方入国管理局
（現：地方出入国在留管理局）から移収された者であり，前収容先で確認が
行われた健康状態等の引継ぎを受けている。

2
東日本
センター

平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置

　各部署からの応援を受けるなどして，診療連行の円滑化等を図った結果，
診療申出から診療を受けるまでの期間は短縮されている。なお，今後も期
間短縮に向け改善に努める。
　また，診療においては，被収容者ごとに通訳の必要性の有無を確認し，必
要に応じて電話通訳により診察内容や投薬内容を説明するなど，丁寧な対
応を行っている。

3
東日本
センター

平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置
　これまで以上に，より平易な言葉の使用に努めるとともに，意見書が外国
語で記載されていた場合は，「おしらせ」を当該言語に翻訳したものを併せ
て掲示する。

4
東日本
センター

平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 講じず

　電話の使用時間については，開放処遇中以外にも，被収容者に配慮し，
１９時から２１時まで各居室交代で電話機を貸与し，通信の機会を確保して
いる。
　一方で，収容施設内設置の電話は，公募により業者選定を行っているとこ
ろ，電話設置は，当方が業者に設置場所の使用許可を付与するものであ
り，電話料金は業者が決定するものであることから，変更は困難である。
　なお，通話料金については，業者が一般に公表している料金と同額であ
る。

5 札幌局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 　引き続き，左記要領に基づき，女性被収容者の適切な処遇に努める。

6 札幌局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 講じず

　新規入所者に対しては，血圧・脈拍測定及び検温を実施し，「健康状態に
関する質問書」を用いて既往歴や現在の健康状態を詳細に聴取し，感染症
の疑いのある者については，直ちに外部病院において受診させている。
  なお，当局においては，被収容者のほとんどが関係機関からの身柄引取
案件であり，関係機関で確認が行われた健康状態等の引継ぎを受けてい
る。

7 札幌局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置

　当局における被収容者の電話利用のほとんどが，帰国準備や本国への
帰国連絡のためのものであり，原則，これまで同様，庁用電話を貸与し，職
員立会いの下，出室させた上で通話を実施させることとするが，プライバ
シーの保護を訴える者には，電話機（子機）を貸し出し，居室内での通信を
認めるなど，柔軟に対応する。

8 仙台局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 　引き続き，収容場内の環境整備に努める。

9 仙台局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 講じず

　新規入所者に対しては，血圧・脈拍測定及び検温を実施し，「健康状態に
関する質問書」を用いて既往歴や現在の健康状態を詳細に聴取し，感染症
の疑いのある者については，直ちに外部病院において受診させている。
  なお，当局においては，被収容者のほとんどが関係機関からの身柄引取
案件であり，関係機関で確認が行われた健康状態等の引継ぎを受けてい
る。

番号 施設名

委員会 入国者収容所等及び出国待機施設

委員会の意見

　東日本地区にある全収容施設につ
いて，感染症の疑いがある者の入所
時における健康診断を適切に実施す
るよう検討されたい。

　診療申出から実際に診察を受けるま
での期間の短縮を重ねて工夫をされる
とともに，被収容者と意思疎通が図れ
る適切な言語による丁寧な診察及び
投薬に努められたい。

　意見箱に投函された意見書に対する
措置として「お知らせ」を掲示する場
合，より平易な言葉を使用するととも
に，投函者が分かる言語での掲示に
努められたい。

　被収容者の通信環境（電話利用料
金，時間，電話機設置場所等）につい
て改善されたい。

（評価）
　女性被収容者処遇要領を定め施行し
ていることを評価する。

　東日本地区にある全収容施設につ
いて，感染症の疑いがある者の入所
時における健康診断を適切に実施す
るよう検討されたい。

　公衆電話が設置されていないことか
ら，電話利用の方法を検討されたい。

（評価）
　収容場内に被収容者の心情安定に
資するための風景画や動しょう路への
人工観葉植物設置，照明をＬＥＤに交
換するなど収容場内の環境整備に努
められた点を評価する。

　東日本地区にある全収容施設につ
いて，感染症の疑いがある者の入所
時における健康診断を適切に実施す
るよう検討されたい。



各入国者収容所等視察委員会の意見に対する措置等報告一覧表

意見提出
年月日

委員会へ
の報告日

検討
結果

措置内容（検討中，措置を講じなかった場合はその理由）
番号 施設名

委員会 入国者収容所等及び出国待機施設

委員会の意見

10 仙台局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置
　被収容者に対して，これまでも日朝点呼後に運動場の利用案内を行い，
希望の有無について確認していたが，希望無しとした後でも，官執時間内に
要望があれば利用させる。

11 仙台局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置
　必要に応じて，仕切りのない収容場内の取調室にて対応する。

12 仙台局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置

　居室前通路の往来を考慮し，女性は出入口から遠い奥側の居室を使用
することとし，女性と男性を同時期収容する場合は，可能な限り居室間を離
すようにする。さらに女性が使用する居室前にカーテンを設置し，男性被収
容者が女性被収容者居室前にあるシャワー室を使用する際は，そのカーテ
ンを使用する。

13 仙台局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置
　各居室天井中央に，方位記号を貼付した。

14 仙台局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置
　当局における被収容者の電話利用のほとんどが帰国準備や本国への帰
国連絡のためのものであり，原則，これまで同様，庁用電話を貸与し，職員
立会いの下， 出室させた上で通話を実施させるが，プライバシーの保護を
訴える者には，別室での電話を認めるなど，柔軟に対応する。

15 仙台局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置 　体調不良者発生時の対応として，「緊急時における連絡体制」及び「周辺
の医療機関情報」をまとめた資料を作成した。

16 東京局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 講じず

　新規入所者に対しては，血圧・脈拍測定及び検温を実施し，「健康状態に
関する質問書」を用いて既往歴や現在の健康状態を詳細に聴取し，同質問
書を看護師等が確認の上スクリーニングを実施している。
　その上で，感染症の疑いがある者については，診療室でその情報を共有
し，直ちに庁内診療において医師の診察を受診できるシステムを構築して
おり，医師の判断により，血液検査等のために外部病院において受診させ
るなど適切に対応している。
　また，入所後１か月をめどに，希望者については，レントゲン検査を実施し
ている。
　なお，当局においては，関係機関からの身柄引取案件については，関係
機関で確認が行われた健康状態等の引継ぎを受けている。

17 東京局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置

　被収容者を外部の病院へ連行する際には，被収容者の逃走を防止する
目的から，原則，必要最小限の範囲内において手錠を使用しているところ，
その使用が目立たないように上着（着用した上着の左右のポケットから両手
を入れた後，上着の内側で戒具を使用するもの）を着用させたり，一般人の
目に触れない待機場所の提供を病院側から受けて診察を待つなどして，こ
れまでも被収容者のプライバシーに配慮していたところ，さらに，護送官は
外部連行時に私服を着用することとし，周囲から目立たないようにする。
　また，適切な医療体制の構築については，これまで週３回の総合診療及
び週１回の歯科診療を行い被収容者の健康管理を行ってきたところではあ
るが，さらに，週１回精神科診療を行うこととし，総合診療及び歯科診療と併
せて週５回の診療を実施する。

　男女を同時期に収容する際には，女
性被収容者に配慮した処遇に努めら
れたい。

　運動場の利用促進に努められたい。

　領事官等との面会に当たって，仕切
りのない環境で行うため，面会場所に
ついて検討願いたい。

　収容場居室内に方位を表示された
い。

　公衆電話が設置されていないことか
ら，電話利用の方法を検討されたい。

　出国待機施設においては，体調不良
者発生時のマニュアルの作成につい
て検討されたい。

　東日本地区にある全収容施設につ
いて，感染症の疑いがある者の入所
時における健康診断を適切に実施す
るよう検討されたい。

　被収容者に配慮した病院への外部
連行及び適切な医療体制の構築を求
める。



各入国者収容所等視察委員会の意見に対する措置等報告一覧表

意見提出
年月日

委員会へ
の報告日

検討
結果

措置内容（検討中，措置を講じなかった場合はその理由）
番号 施設名

委員会 入国者収容所等及び出国待機施設

委員会の意見

18 東京局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 講じず

　小学生以下の子を対象として許可していた親子面会について，平成３０年
中から，対象を１８歳未満まで拡大し，仕切りのない面会室を使用して面会
を許可している。
　他方，親子面会に同伴する配偶者などに対し，子供と同様の配慮をすると
なると，仕切りのない面会室が２室しかないことに加えて，立会官を付すた
めの十分な人員が確保できず，また，子供のいない夫婦との公平性も問題
となることから対応は困難である。

19
成田空港

支局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 講じず

　新規入所者に対しては，血圧・脈拍測定及び検温を実施し，「健康状態に
関する質問書」を用いて既往歴や現在の健康状態を詳細に聴取し，感染症
の疑いのある者については，直ちに外部病院において受診させている。こ
のほか，本邦への上陸が認められず収容されるケースについては，原則，
３日間は他の被収容者と分離して単独収容し，健康状態を観察するように
している。
  なお，当支局においては，被収容者のほとんどが送還便の確定した他の
地方入国管理局（現：地方出入国在留管理局）からの移収者であり，前収
容先で確認が行われた健康状態等の引継ぎを受けている。

20
成田空港

支局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 講じず

　シャワー室の動しょう路側の小窓については，職員が被収容者の動静を
把握するために必要なものであり，シャワー室内を見えないようにすること
は，保安上の支障が生じることから対応できない。

21
成田空港

支局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置
　これまで保護室及び単独室に収容されている被収容者がシャワーのため
使用する脱衣場には，シャワーカーテン等がなかったが，今般，脱衣スペー
スにシャワーカーテン及び脱衣カゴを設置し，被収容者のプライバシーに配
慮するように改善した。

22
成田空港

支局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置
　ＡＥＤを設置するとともに，出国待機施設関係警備業務仕様書に「警備業
務の従事者は，ＡＥＤを使用可能であること。」の文言を盛り込み，常時使用
可能な警備員を配置させた。

23
羽田空港

支局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 講じず

　新規入所者に対しては，血圧・脈拍測定及び検温を実施し，「健康状態に
関する質問書」を用いて既往歴や現在の健康状態を詳細に聴取し，感染症
の疑いのある者については，直ちに外部病院において受診させている。こ
のほか，本邦への上陸が認められず収容されるケースについては，原則と
して他の被収容者と分離して単独収容するなどして健康状態を観察するよ
うにしている。
  なお，当支局においては，被収容者のほとんどが送還便の確定した他の
地方入国管理局（現：地方出入国在留管理局）からの移収者であり，前収
容先で確認が行われた健康状態等の引継ぎを受けている。

24
羽田空港

支局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日

措置
　出国待機施設居室内に方位を示す表示を行った。

25 横浜支局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 　引き続き，被収容者の処遇面への配慮に努める。

26 横浜支局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 　引き続き，被収容者の処遇面への配慮に努める。

　収容場の居室内に方位を表示してい
ることを評価する。一方で出国待機施
設には同表示がないことから，同施設
についても表示されたい。

　親子面会における配偶者などとのコ
ミュニケーションについて配慮された
い。

　東日本地区にある全収容施設につ
いて，感染症の疑いがある者の入所
時における健康診断を適切に実施す
るよう検討されたい。

　収容場動しょう路側にあるシャワー室
内の動静把握用の小窓について，保
安上支障のない範囲で被収容者のプ
ライバシーに配慮するよう改善された
い。

　保護室及び単独室に収容されている
被収容者がシャワーのため使用する
脱衣場について，保安上支障のない範
囲で被収容者のプライバシーに配慮す
るよう改善されたい。

　出国待機施設にＡＥＤを設置し，勤務
する者に使用方法の訓練を義務づけ
ること。

　東日本地区にある全収容施設につ
いて，感染症の疑いがある者の入所
時における健康診断を適切に実施す
るよう検討されたい。

（評価）
  開放処遇時間における小運動場の
利用に配慮されていることを評価す
る。

（評価）
  居室内からの外部観望が一定程度
確保されていることを評価する。
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番号 施設名

委員会 入国者収容所等及び出国待機施設

委員会の意見

27 横浜支局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 　引き続き，被収容者の適切な健康管理に努める。

28 横浜支局
平成３１年
１月１１日

平成３１年
３月５日 講じず

　新規入所者に対しては，血圧・脈拍測定及び検温を実施し，「健康状態に
関する質問書」を用いて既往歴や現在の健康状態を詳細に聴取し，看護師
による問診を行っており，感染症の疑いがある者等については，庁内診療
又は外部病院において受診させるなど適切に対応している。
　なお，当支局においては，関係機関からの身柄引取案件については，関
係機関で確認が行われた健康状態等の引継ぎを受けている。

29
大村

センター
平成３１年
１月２３日

平成３１年
３月５日 検討中

　閉庁日の運動場の使用については，現在の勤務体制や運動場を含めた
施設の構造上の理由などから，保安上の事故が発生した場合に即応でき
ないため平日と同様の運用を行うことは困難である。
 今後は，屋外運動場の使用方法及び監視体制を見直すことで，閉庁日の
戸外運動場の使用を検討する。

30
大村

センター
平成３１年
１月２３日

平成３１年
３月５日

講じず
（一部措
置済み）

　診療時の通訳については，必要性に応じ，電話通訳を使用しているほか，
医師に対し，診療内容等を丁寧に説明するようにお願いしており，現状にお
いても，インフォームドコンセントが徹底されていることから，新たな通訳方
法を導入する予定はない。

31 名古屋局
平成３１年
１月２３日

平成３１年
３月５日

講じず

　物品購入については，衛生上又は保安上の支障がない物品の購入が可
能であるところ，購入可能な品目については，これまでも被収容者の要望等
に応じ，可能な範囲で適宜入替を行っている。
　また，差入れ物品については，物品の形状，材質及び性質等を総合的に
検討した上で，保安上又は衛生上の支障の有無によって差入れの許否を
判断しているところ，現状においても保安上又は衛生上の支障がない物品
については，その必要性を考慮し，差入れを許可している。

32 名古屋局
平成３１年
１月２３日

平成３１年
３月５日 検討中

　名古屋局には，各収容区域に隣接して屋内運動場が設置されており，居
室の開放時間内であれば，各収容区域に割り当てた時間内に使用できる
状況にあり，平日だけでなく土日，祝日も使用させている。
　屋外運動場についても，平日及び祝日であれば，居室の開放処遇に併せ
て，各収容区域に割り当てた時間内に使用させている。
　今後は，屋外運動場の使用方法及び監視体制を見直すことで，屋外運動
場の土日の使用についても，合わせて検討する。

33 名古屋局
平成３１年
１月２３日

平成３１年
３月５日

講じず
（一部措
置済み）

　被収容者と医師とのコミュニケーションに関しては，必要に応じて適切な通
訳人を手配し，被収容者から医師への症状の訴え，医師から被収容者への
診療内容の説明や検査結果の告知等を行っているほか，診療に先立ち事
前に看守勤務員や看護師が症状を詳細に聴取して医師に伝えている。
　また，そのほかにも医師との意見交換の場を設け被収容者の意見・要望
を医師に伝える取組を行っている。
　当局としては，今後も医療の適正を維持・確保しつつ，引き続き事案に応
じて対処していき，新たな通訳方法を導入する予定はない。

34 大阪局
平成３１年
１月２３日

令和元年５
月１７日 措置

　新年度に売店業者が変更となったことに伴い，購入可能品目の増加を申
し入れたところ，新たに食品４種，衛生用品２種，日用品３種及び郵便用品
２種の計１１品目の増加となった（メーカー変更等類似品の変更６種は除
く）。なお，収容の長期化に見合った処遇環境の整備の観点から，個々が嗜
好する音楽を鑑賞する機会を付与する目的で，本年１月から，ポータブル
CDプレーヤーの収容場への持ち込みを許可しており，それに伴い物品可
能品目に乾電池２種を追加している。

35 大阪局
平成３１年
１月２３日

平成３１年
３月５日

講じず
（一部措
置済み）

　開放処遇は，土曜日を除く毎日，午前及び午後に実施しているところ，土
曜日については，午前又は午後のいずれかで実施しているが，施設の点検
や清掃等の必要から，平日と同様の運用を行うことは困難である。
　また，運動場については，現状においても，土・日曜日を含めた毎日，午
前又は午後のいずれかの開放時間帯に使用できる。

（評価）
　診療申出から受診までの期間が最大
一週間以内であることを評価する。

　東日本地区にある全収容施設につ
いて，感染症の疑いがある者の入所
時における健康診断を適切に実施す
るよう検討されたい。

　土・日の運動場使用について平日と
同様の運用を検討願いたい。

　外部診療・内部診療の別を問わず，
診療時には専門の通訳や通訳アプリ
等の新たな通訳方法を取り入れた対
策・態勢の構築を検討願いたい。
　その上で，診療内容につき結果告知
などのインフォームドコンセントを徹底
されたい。

　長期被収容者が増加している現状を
踏まえて入国者収容所にならい，物品
購入可能品目及び差入れ許可可能品
目の増加に努めるなど，長期被収容者
の収容に対応することができるよう対
策を講じていただきたい。

　土・日の運動場使用について平日と
同様の運用を検討願いたい。

　外部診療・内部診療の別を問わず，
診療時には専門の通訳や通訳アプリ
等の新たな通訳方法を取り入れた対
策・態勢の構築を検討願いたい。
　その上で，診療内容につき結果告知
などのインフォームドコンセントを徹底
されたい。

　長期被収容者が増加している現状を
踏まえて入国者収容所にならい，物品
購入可能品目及び差入れ許可可能品
目の増加に努めるなど，長期被収容者
の収容に対応することができるよう対
策を講じていただきたい。

　土曜日の開放処遇及び土・日曜日の
運動場使用について平日と同様の運
用を検討願いたい。
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36 大阪局
平成３１年
１月２３日

平成３１年
３月５日

講じず
（一部措
置済み）

　被収容者の日本語能力及び本人の希望等を考慮の上，必要に応じて対
面又は電話による適切な通訳人を手配し，問診，診療内容の説明及び検査
結果の告知等を行っているほか，診療に先立ち，事前に職員等が症状を詳
細に聴取して医師に伝えている。
　また，そのほかにも医師との意見交換の場を設け被収容者の意見・要望
を医師に伝える取組を行っている。
　当局としては，今後も医療の適正を維持・確保しつつ，引き続き事案に応
じて対処していき，新たな通訳方法を導入する予定はない。

　外部診療・内部診療の別を問わず，
診療時には専門の通訳や通訳アプリ
等の新たな通訳方法を取り入れた対
策・態勢の構築を検討願いたい。
　その上で，診療内容につき結果告知
などのインフォームドコンセントを徹底
されたい。


